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３
月
10
日
（
月
）
〜

16
日
（
日
）

●
時
間

○
平
日
・
夜
間
＝
17
時
〜
19
時

○
土
・
日
＝
９
時
〜
17
時

● 

受
付
場
所
＝
市
収
納
管
理
課

（
１
階
⑰
番
窓
口
）

● 

相
談
の
際
に
持
参
す
る
も
の

印
鑑
、
催
告
書
等

※ 

市
役
所
本
庁
舎
正
面
地
下
入

口
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
収
納
管
理
課

　

 

☎
０
９
９
４
─43
─２
１
１
１

　

内
線
３
１
１
８
・
３
１
２
２

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
や
病

気
に
つ
い
て
、
相
談
員
や
保
健

師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

● 

日
時
＝
３
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＝
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育
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　市では、港湾の管理運営を適切に行うことを目的
に臨港地区の見直しを行っています。
　この見直しに伴い、下記の地区の都市計画案の説
明会と縦覧を行います。

●都市計画の種類及び名称
　○種類＝鹿屋都市計画臨港地区
　○名称＝鹿屋港臨港地区、高須港臨港地区
　○変更する土地の区域
　　・鹿屋港臨港地区＝鹿屋市古江町の一部
　　・高須港臨港地区＝鹿屋市高須町の一部
●説明会の日時及び場所

日　　時 場　　所

３月17日（月）19時～
古江コミュニティ消防
センター

３月18日（火）19時～ 高須町民会館

●都市計画案の縦覧
　関係住民及び利害関係のある人は、縦覧期間満了
の日までに縦覧に供された都市計画案について、市
に意見書を提出することができます。
　○縦覧期間及び場所
　　・縦覧期間＝３月25日（火）～４月８日（火）の
　　　８時 30分～ 17時　※休日を除く
　　・場所＝都市政策課（市役所４階）
　○意見書の提出
　 　意見書を提出する人は、住所、氏名、職業、年
齢、意見の要旨及びその理由を具体的に記入のう
え、４月８日（火）までに鹿屋市長あてで市都市
政策課へ提出してください。

【 問い合わせ・提出先】
　市都市政策課（４階）　☎ 0994-31-1130

都市計画臨港地区変更案の説明会開催と縦覧のお知らせ

●売却物件
○物品（自動車等）
番号 車名 型式 種別 用途 排気量（車両重量） 車検満了日 走行距離
１ ニッサン E-JG50 普通 乗用 4,490cc（1,900kg） H21.7.24 81,818 ㎞
２ トヨタ Z-RZH112V改 小型 特種 1,990cc（2,180kg） H19.4.9 25,764 ㎞
３ 三菱 BS3G ブルドーザ ━ ━（2,950kg） ━ ━

○市有地
番号 所在地 地　目 現　況 面　積 概　　　要
１ 鹿屋市田崎町112番 1 雑種地 雑種地 71 ㎡（実測） 新栄・田崎土地区画整理後

の残地（田崎陸橋下付近）２ 鹿屋市田崎町164番 雑種地 雑種地 71㎡（実測）
３ 鹿屋市田崎町728番 3外 1筆 雑種地 雑種地 712 ㎡（実測） ㈱鹿鳥食品田崎工場の隣

４ 鹿屋市新生町 10267 番 3 山 林 雑種地 1,560 ㎡（実測） パークヒルズ団地の西側で自衛隊の北側

５ 鹿屋市祓川町 4874 番１ 田 田 370 ㎡（実測） 市街地より祓川小前信号を右折し下栗須橋付近

　市では、公用車として使用していた自動車等と、未利用地や遊休地
となっている市有地を売却します。
　入札に参加希望の人は、お問い合わせください。

●入札日時及び場所
○物品（自動車等）
　　入 札 日＝３月 19日（水）10時～
　　入札場所＝市役所４階 401 会議室
○市有地
　　入 札 日＝３月 19日（水）11時～
　　入札場所＝市役所４階入札室
●公開期間
○物品（自動車等）
　　公開日時＝３月 13日（木）～ 14日（金）
　　　　　　　14時～ 16時
　　公開場所＝番号１　市役所庁舎裏公用車車庫
　　　　　　　番号２　串良ふれあいセンター
　　　　　　　　　　　駐車場
　　　　　　　番号３　輝北ごみ処分場

○市有地
　　公 開 日＝３月 17日（月）
　　公開時間＝番号１～３　 9時～
　　　　　　　番号４　　　10時～
　　　　　　　番号５　　　11時～
　　公開場所＝現地

　　※売却条件や入札方法など、詳しくは、
　　　市ホームページからご覧いただけます。

　　【問い合わせ】
　　　市財政課（３階）
　　　☎ 0994-43-2111　内線 3351

物品（自動車等）及び市有地の売却のお知らせ
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